
 

 

 

傍聴される皆様への注意事項 
 

 会議の傍聴に当たり、次の留意事項を遵守してください。これらをお守りいただけない場

合は、退場していただくことがあります。 

 

１感染症対策 

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、以下の事項についてご協力願います。 

① 当日は手洗い、咳エチケット、マスク着用等の一般感染対策の徹底へのご協力をお
願いします。 

② 会議室入り口に消毒用アルコールを設置しますので、手指の消毒に御利用ください。 

２ 会議運営 

① 事務局の指定した場所以外の場所に立ち入ることはできません。 

② 携帯電話等音の出る機器については、電源を切るか、マナーモードに設定してくだ

さい。 

③ 写真撮影、ビデオ撮影、録音をすることはできません（あらかじめ申し込まれた場

合は、会議冒頭の頭撮りに限って写真撮影などをすることができます。）。 

④ 服装を整えて会場に入ってください。はちまき、ゼッケン、たすき、腕章等は着用

しないでください。 

⑤ 危険な物、旗、ヘルメット、ビラ、プラカード等は持ち込まないでください。 

⑥ 静粛を旨とし、意見を表明するなど審議の妨害になるような行為はしないでください。 

⑦ 委員等の言論に対し賛否を表明し、又は拍手をすることはできません。 

⑧ 飲食はしないでください。 

⑨ 途中での入退室はやむを得ない場合のみとします。 

⑩ 酒気を帯びている方、その他秩序を乱すおそれがあると認められる方の傍聴はお断

りいたします。 

⑪ 会場及び建物の警備上の理由により身分証をご提示いただくことがあります。 

⑫ その他、座長及び事務局職員の指示に従ってください。 

 

事務局 

＜申込先＞ 

厚生労働省 労働基準局 補償課 職業病認定対策室 職業病認定業務第 1係 

メールアドレス：hoshouka-ninichi@mhlw.go.jp 

ＦＡＸ：０３（３５０２）６４８８ 

 

    

 



 

 

 

→FAX送信先 ０３（３５０２）６４８８ 

 

傍聴申込用紙 

 

厚生労働省 労働基準局 補償課 職業病認定対策室 職業病認定業務第１係 宛 

 

第３回 脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会の傍聴を希望します。 

 

（ フリガナ ） 

傍聴希望者氏名 
 

住  所  

電話及び FAX番号  

メールアドレス（注 1）  

勤務先又は所属団体 

（注 2） 
 

備  考  

 

（注1） メールアドレスを記入いただければ、傍聴希望者多数により抽選となった場合、

落選のご連絡をメールにて回答いたします。 

（注2） 差し支えなければご記入下さい。 
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脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会開催要綱 

 

１ 趣旨・目的 

業務による過重負荷を原因とする脳血管疾患及び虚血性心疾患等（負傷に起因するもの

を除く。以下「脳・心臓疾患」という。）については、労働者災害補償保険制度の下、平

成 13年 12月に改定した「脳血管疾患及び虚血性心疾患等（負傷に起因するものを除く。）

の認定基準」（以下「認定基準」という。）に基づき労災認定を行ってきたところである

が、認定基準の改定から約 20 年が経過する中で、働き方の多様化や職場環境の変化が生

じていることから、最新の医学的知見を踏まえた検証を行う必要がある。 

また、複数就業者に係る労災保険給付等について、複数就業先での業務上の負荷を総合

して評価することにより疾病等の間に因果関係が認められる場合には、新たに労災保険給

付を行うこと等を内容とする労働者災害補償保険法の改正案が第 201 回通常国会に提出

され、法案が成立したため、その認定方法について、医学等の専門家の意見を踏まえて、

適切に運用を行う必要がある。 

このため、今般、大臣官房審議官（労災、建設・自動車運送分野担当）が、脳血管疾患・

心疾患の専門医、疫学・予防医学・労働衛生学の専門家及び労働者災害補償保険法等に精

通した専門家に参集を求め、最新の医学的知見に基づき、専門的見地から認定基準につい

て検討を行う。 

 
２ 検討事項 
 (1) 複数就業先の負荷を総合的に評価する場合の留意点の検討 

 (2) 脳・心臓疾患に関する最新の医学的知見等を踏まえた認定基準の検討 
(3) その他 

 

３ 検討会の構成等 
 (1) 本検討会は、別紙の医学及び法学専門家を参集者とする。 
 (2) 本検討会には、座長をおき、検討会を統括する。 
 (3) 本検討会の座長は、参集者の互選により選出する。 
 (4) 本検討会には、必要に応じ、別紙参集者以外の関係領域の専門家の参集を依頼する

ことができるものとする。また、必要に応じ、分科会を開催することができる。 
 
４ その他 
 (1) 本検討会は、原則として公開とする。ただし、検討事項に個人情報等を含み、特定

の個人の権利又は利益を害するおそれがあるときは非公開とする。 
 (2) 上記(1)ただし書きの場合において、本検討会に参集した者は、本検討会で知ること

のできた秘密を漏らしてはならない。また、検討会終了後も同様とする。 
 (3) 本検討会の参集及び運営に関する庶務は、厚生労働省労働基準局補償課職業病認定

対策室で行う。 
 (4) 本要綱に定めるもののほか、本検討会に関し必要な事項は、本検討会において定め

る。 
 
 
附則 本要綱は、令和２年４月 27日から施行する。 
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脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会  参集者名簿 

 

氏名  

磯
いそ

 博
ひろ

康
やす

 
大阪大学大学院医学系研究科社会医学講座 

公衆衛生学 教授 

小山
こやま

 勉
つとむ

 佐々木病院 名誉院長 

杉
すぎ

 薫
かおる

 小田原循環器病院 院長 

髙
たか

田
た

 礼子
あやこ

 聖マリアンナ医科大学予防医学教室 教授 

高 橋
たかはし

 正也
まさや

 

独立行政法人労働者健康安全機構  

労働安全衛生総合研究所 

過労死等防止調査研究センター センター長 

嵩
だけ

 さやか 東北大学大学院法学研究科 教授 

豊田
とよだ

 一 則
かずのり

 国立循環器病研究センター病院 副院長 

西 村
にしむら

 重 敬
しげゆき

 埼玉医科大学医学部心臓内科 名誉教授 

野
の

出
で

 孝 一
こういち

 佐賀大学医学部循環器内科 教授 

水 島
みずしま

 郁子
いくこ

 大阪大学大学院高等司法研究科 教授 

 

（５０音順、敬称略） 
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